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序章 

 

現在日本では、1947 年に改正された現行民法に基づき、結婚した夫婦が同じ姓を名乗る

ことを義務付ける夫婦同姓制度が採用されている。しかし世界の国の中で現在「夫婦同姓」

を義務付けている国は日本だけである。（中井，2021，p.63） 

佐藤（2016）によると、2015 年 12 月に行われた夫婦別姓を認めず夫婦同姓を定めた民

法 750 条が憲法違反かどうか争われた訴訟では、同条の「夫婦は婚姻の際に夫または妻の

氏を称する」という規定については、夫婦がどちらの姓を称するかは夫婦の協議に委ねられ

ているため「男女間の形式的不平等は存在しない」(佐藤,2016,p.99)とし、最高裁の判決で

は夫婦同姓は合憲とされた。 

 しかし私たちは、実際には国民の中に「夫婦別姓」を求める意見は多く存在しているので

はないかと考えた。 よって本研究では、社会的に大きな問題となっている夫婦同姓制度の

歴史や現状について詳述し、アンケート結果から考察を行い、合理的な解決法を探っていく。 

 

第 1 章 夫婦別姓の歴史と現状 

 

夫婦別姓の歴史を見ると、本来日本に夫婦の姓に関する取り決めはなかったことが分か

る。「1898 年明治 31 年民法(旧法)成立して夫婦同氏が制定された。 これ以前、には、日本

の庶民には姓は名乗れず、その意味では公式には、同姓も別姓もありえなかった。姓を名乗

ることを許されていたのは士分以上の者のみで、その婚姻に際しては、夫婦別姓制度であ

る。」(佐藤 2016) 

この議論説は身分の差が著しい時代に庶民は姓を名乗る必要がなく、日本における夫婦

の姓は一部の特権階級層の問題であったことを示している。また、その特権階級層において

も婚姻の際は夫婦別姓であり、夫婦の間の姓に関する制度は存在していない。一般的な解釈

では、儒教の影響から、婚姻した女性であっても、その「家」の中には表記しない風習があ

ったとも言われている。しかし、明治時代になり民法（旧法）が成立するとともに、夫婦は

共に夫側の姓を用いることが明言化された。 

第二次世界大戦後の改正民法においても夫婦同姓制は維持されたまま、当事者の合意の

みで夫の姓か妻の姓かを選べるようになった。つまり夫婦の姓の歴史は、別姓もしくはその

概念がないと言う状態から、明治時代に入り旧民法によって、夫婦同姓が強制されたという

ことが言える。その意味では、この慣習は 100 年以上経過した現在でも残り続けているこ

とになる。これに対して、現在「選択的夫婦別氏制度」の導入が望まれている。夫婦同姓の

デメリットとして、婚姻時の手続きが面倒であることや結婚や離婚に関するプライベートな

部分が他者に露呈することなどが挙げられ、このようなデメリットを受け入れられない人々

にとって「選択的夫婦別氏制度」は大きなメリットとなる。また趙丹寧，山本陽一（2022）

によると、婚姻の際に約 96%の夫婦は妻側が改姓しているとされ、現状夫婦同姓について



は妻及び女性側における大きな問題だと考えられる。 

 

第 2 章 仮説 

 

 上で述べたように、夫婦同姓の社会の中では女性が改姓時の負担が大きいことがわか

る。しかし、男性と比較して、女性の方が改姓をしてでも夫婦同姓を望んでいるという事

実が多数結果として現れている。2020 年に学校総選挙プロジェクトが実施したアンケート

によると、「夫婦同姓か夫婦別姓を選択できるようになったとき、相手がこれまでの苗字

でいることを望んだらあなたはどうしますか。」という質問に対して、男性は年代を問わず

半数以上が「夫婦別姓にする」と回答している一方で、女性はすべての年代において「自

分が苗字を変えて夫婦同姓にする」と半数以上が回答しており、さらに、10 代・20 代の

若い世代では夫婦同姓を望んでいる割合が約 60％～70％と多数を占めている。 

 

（ 「みんなはどう思ってる？選択的夫婦別姓制度のアンケート結果を公開します！」『学校

総選挙プロジェクト【公式】』2020 年 https://note.coｍ/t_gakkou/n/n59e891eeb90e） 

この結果から、実際には、改姓時の負担が大きいのにも関わらず多くの女性（特に若い

世代）が夫婦同姓を望んでいることはきわめて理解が難しい。ただ、その理由の一つに

は、「好きな人と同じ苗字・姓にしたいから」といった女性特有の結婚に対する心理的な

理想、結婚観があるためではないか、と私たちは考えた。 

夫婦別姓に反対している若い女性の意見に関する同様の内容は、他にも多くの人が報告

している。2024 年 9 月の『ちょっと気になる調査局』に記載された「夫婦別姓はなぜ実現

しない？その理由と今後の展望」では、「家族の一体感が損なわれる」「子供の姓をどちら

にするかが問題になる」「伝統的な価値観に基づく家族制度が崩れる」などの意見が紹介さ

れており、著者はこれに対して、家族の一体感を重視する意見が強く、夫婦同姓がこれを

支えていると考えている人も少なくないと述べている。 
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（「【考察】夫婦別姓はなぜ実現しない？その理由と今後の展望」『ちょっと気になる調

査局』2024 https://hayushi.com/fufubessei-

nazejitsugenshinai/#:~:text=%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93%E3

%81%AB%E5%AF%BE） 

また、2021 年の『Media Sunshine』に記載された「【なぜ？】選択的夫婦別姓の反対理

由とは？意見や反対派の理由まとめ」の記事でも、上記と同様の意見である「家族制度の

破壊になる」「子供の性が合わなくなる」といった家族に関する理由による反対意見が挙

げられているほか、明治時代以降に確立された約 150 年の歴史がある制度を変えることは

容易ではないという「戸籍・法律の問題」も夫婦別姓を反対する理由として記載されてい

る。例えば、遺産相続や配偶者控除、主に母子家庭で使用される児童扶養手当や障害児童

のための特別児童扶養手当の手続きなどに関する制度の見直しも必要不可欠となるため、

著者はこれに対して、制度を変更することは簡単ではないのだろうと述べている。 

（【なぜ？】選択的夫婦別姓の反対理由とは？意見や反対派の議員まとめ」『Media 

Sunshine』2021 年 【なぜ？】夫婦別姓の反対理由とは？意見や反対派の議員まとめ｜

Media Sunshine (mizharu.com)） 

 

第 3 章 検証  

  

仮説を受けて、私たちは、結婚後の姓に関する男女の意識調査を行った。調査方法として、

2024 年８月７日～10 日にかけて、インスタグラム等 SMS で Google フォームを用いた以

下のアンケートの協力を呼び掛けた。  

  

1. 対象者；10 代～20 代の女性 68 名(うち既婚女性は 2 人)  

「将来結婚する際(既婚女性は再度姓の選択ができるとしたら)、あなたは夫婦同姓か夫婦別

姓どちらを選択しますか。」  

  

2. 対象者；10 代～30 代の未婚男性 50 名 

「将来結婚する際、夫婦別姓の制度が整えられているとした場合、あなたは夫婦別姓を望み

ますか。」  

（「激しく同意する」「やや同意する」「どちらでもない」「やや否定する」「激しく否定

する」の５段階で回答を募集。）  
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まず①のアンケートの調査結果である。上記の円グラフの通り、「夫婦同姓を選択する」

が「夫婦別姓を選択する」をはるかに上回り、約 80 パーセントを占めることが分かった。

「夫婦同姓を選択する」を選んだ人の理由として、「好きな人と苗字をお揃いにしたいか

ら。」「結婚したという実感が湧くと思うから。」「将来子供ができた際、苗字を統一して

いたほうが子どものアイデンティティの形成には良いと思うから。」等、パートナーへの愛

情や、将来の子供への配慮を感じ取れるようなものが殆どであった。しかしそれに加えて、

「夫婦別姓が未だに世間一般では無いから。」等、現在の一般的な慣習であるため、夫婦同

姓を選択したという意見もあった。  

  

  

  

  

  

次に、②のアンケートの調査結果である。上記の円グラフの通り、「どちらでもない」が

42％という最も多くの票を集めた。次に「やや否定する」が 28％、「激しく否定する」が



12％、「やや同意する」が 10％と続き、最後に「激しく同意する」が 8％と最も低い値とな

った。よって、「どちらでもない」という意見を除き、夫婦別姓を支持する意見の割合と比

較すると、夫婦同姓を支持する意見の割合の方が約 2 倍を占めていることが見受けられる。  

まず、「どちらでもない」を選択した人は、「互いの意見を尊重したい。」等、パートナー

との話し合いをしてから判断するといった理由が多かった。次に、「激しく同意する」「や

や同意する」を選択した、夫婦別姓を支持する人からは、「変更手続きが面倒だから。」「珍

しい苗字がどんどん無くなっていったらつまらない。」という理由が挙げられた。最後に、

「激しく否定する」「やや否定する」を選択した、夫婦同姓を支持する人からは、「子供が

どちらの姓にするのか決め兼ねるから。」「夫婦別姓を選択できるようになることには賛成

だが、個人的には夫婦同姓にしたほうが、家族感が出るから。」という理由が挙げられた。  

  

  

以上の結婚後の姓に関する意識調査を通して、夫婦別姓が制度として整えられてない現

状を考慮した意見が見受けられ、夫婦別姓に対しては選択の有無にかかわらず、肯定的な意

見も多かった。しかし、夫婦別姓の合憲が求められている現在も、男女ともに高い割合で夫

婦同姓をより支持していると推測できる。  

 

第 4 章 結論 

 

繰り返しだが、現在日本では、1947 年に改正された民法に基づき、結婚した夫婦が同じ

姓を名乗ることを義務付ける夫婦同姓制度が採用されている 。そして、世界の国の中で現

在「夫婦同姓」を義務付けている国は日本だけである点についても序章等で述べた。  

これに対して、国民の中には「夫婦別姓」、あるいは同性及び別姓を選択できる権利を求め

る意見が多く存在している。よって本研究では、夫婦同姓制度の歴史や現状について詳述し、

若者を中心とした年代に対するアンケート結果から若者、特に若年女性の心理的考察を行

った。 

検証の結果、52%の男性が選択的夫婦別姓についてこだわりがなかった。私たちがはじめ

に想定していたほど、男性は結婚後の双方の名字に興味がなく、パートナーの意見を尊重す

るという意見が挙がった。 

女性では 78.5%の方が夫婦同性を選択するという意見が挙がっている。ここで、この割合

の内訳について深掘りしていく。夫婦別姓を選択する側の理由としては、職務上の問題や書

類の手続きが無くなるというメリットがあり、21.5%と一定数は存在していた。しかし、夫

婦同姓を選択する側の理由には、家族としての一体感を生み出すことや家系の存続といっ

たメリットから来る意見の他に、同姓が風習となっていることや、夫婦別姓の制度がまだ整

っていないことなどといった妥協から来る意見が挙げられた。ここからは筆者の考察になる。

夫婦同姓を選択する理由は他にはないだろうか。若年女性の心理では、結婚をすることは労



働に力を注がなくても家族を大切にする生活を送ることができる指標の一つになる可能性

が高い、と考えているのではないだろうか。このことを世間体として明確にさせる手段の最

大のものが、「姓が変わる」ことと認識している若年女性の割合が多いと考える。 

前の段落で、夫婦同姓を選択する理由に「同姓が風習となっていることや、夫婦別姓の制

度がまだ整っていないことなどといった妥協から来る意見が挙げられた」と述べた。この点

から、仮に選択的夫婦別姓の制度が整えられた場合には、夫婦別姓を選択する割合が、今回

の調査で得られた 21.5%という結果から増加するのではないかと考える。このように考え

ると、実際に目に見える数値以上の割合の人間が夫婦別姓を望んでいてもおかしくはない

と言える。 

ここまで、夫婦同姓を選択する割合も存在すれば、夫婦別姓を選択する割合も存在してい

ることを考察した。双方にとって利点がある生活にするために、日本は選択的夫婦別姓の制

度を整えるべきである。 
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